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ア  ン  ケ  ー  ト  A 
 

■ 今回の内容はいかがでしたか？ 

□  役に立った  □ 興味深かった  □ 役に立たなかった 

■ 新聞で取り上げてほしいことは？ 

□  働き方や勤務条件  □ 教職員評価  □ 教育予算  □ 教職員人事  □ 教職員組合 

□  教育内容や教育課程 □ 授業実践   □ 教育相談  □ 特別支援教育 □ 憲法と教育 

□  教育政策      □ その他（                            ） 

■ 組合で開催してほしい学習会のテーマは？ 

□  働き方改革  □ 教採対策  □ 子どもの安全管理  □ 子どもや保護者とのトラブル対応 

□  いじめ問題  □ 授業力向上  □児童・生徒指導  □ その他(                              ) 
 
点線で切り取って、お近くの組合員にお渡しください♪ 

□にチェックしてね♪ 
ご協力ありがとう 
ございます～ 

全教栃木 教育新聞 

↓↓ ひとりで悩まないで、困ったときは組合へ！ ↓↓ 
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過日，栃木労働基準監督署は，佐野市の各小中

学校から提出された「事務職員等に残業を行わせ

る労働基準法第 36 条に基づく協定（36 協定）」

について，協定締結の過程に違法性を認め，結ば

れた全ての協定を無効と判断しました。労働基準

監督官が佐野市教育委員会に訪問。「事業場に全

労働者の過半数で組織する労働組合があるなら，

その労働組合と協定を結ぶべきで，労基署に提出

した協定は無効」であることを教委に説明しまし

た。 

今日現在，佐野市の小中学校では残業をさせる

協定がない状態となっています。このことを市教

委に問い合わせたところ，現状で残業をさせた場

合，校長は労基法違反となることを認め，対応を

県教委に問い合わせていると回答がありました。 

今回，締結の仕方を指導されただけでなく，協

定も突き返された佐野市教育委員会。36 協定の

締結は，このようにとても重要な問題で，この協

定をどう締結するかで，職場の労働条件を改善さ

せることもできます。事務職員は大規模校でなけ

れば各校に一人ですが，一人の協定をみんなで考

える，それが労働条件の改善につながります。 

私たちは，この件について，今年の 4 月 2 日に

文書での是正要請を県教委に対して行っています（右参照）。県立学校についても，現業職員（公司）に係る 36 協定

書は労基署に提出されていますので，申告すれば佐野市と同様に協定は無効とする判断・指導をすると考えられます。 

３６協定は無効 労働基準監督署が判断、佐野市教委に是正指導 
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ア  ン  ケ  ー  ト  B 
年     月    日 

□ 私は、全栃木教職員組合に加入したいと考えています。 
□ 私は、まずは、全栃木教職員組合の話を聞いてみたいです。 

 

職場名（         立             学校） 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）【            】男・女 

住所（〒                                                                 ） 

電話番号（                    ） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（                         ） 

□ 全教共済（総合・医療・生命・傷害・教職員賠償等）の加入を検討したい 

□ 全教自動車保険の見積もりをとりたい（右の QR コードからも見積もり依頼ができます） 
 
点線で切り取って、組合員にお渡しになるか、このまま FAX か郵送、メールでも加入できます♪  

困りごとの相談もいつでも「ど・う・ぞ」♪ 

 

 

 

 

 

先日，県教委から組合に対して，上記の件についての説明がありました。 

県立学校の臨時採用教員（講師）の給料月額の上限は１級 77号給280,200円が，１級の最高号給である153号給328,500

円に，小中学校は１級 77 号給 278,300 円が１級の最高号給である 125 号給 306,800 円にそれぞれ来年４月から引き

上げられます。実質的な賃上げにはなりましたが，私たちの要求は，教諭と同じ教育職給料表２級を臨採者にも適用

することにあります。同じ仕事をさせているのに，職名や賃金などの処遇に差をつけることは法律で禁じられていま

す。実際，講師と教諭の職務内容は同じであることから，隣の埼玉県では臨採者にも 2 級が適用され，職名も講師で

はなく，（臨時的に任用されている）「教諭」となっています。 

 

 

 

 

先日，県教委から組合に対して，上記の件についての説明もありました。 

部活動手当は，これまでの２～３時間 1,800 円，４時間以上 3,600 円を，３時間 2,700 円のみの支給に来年度から一

本化することになります。国の部活動ガイドラインでは，土日の活動時間を３時間程度とする基準が示されており，

この基準に合わせた改正となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動指導業務手当 改正 ２～3 時間 1,800 円 → ３時間 2,700 円、４時間以上は撤廃 

臨採者の給料月額の上限引き上げ １級 77 号給 280,200 円が、１級の最高号給である 153 号給 328,500 円に（県立） 
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